
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 
告
 
示
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
 

あ
っ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
四

 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
五

 

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
五

 

公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
五

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
六

 

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
六

 

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
り
免
許
の
取
消
し
処
分
を
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
六

 

正
 
誤
 

○
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
十
四
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
〇
七

 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
十
八
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
九

月
七
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課

市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
野
田
 
福
島
県
福
島
市
野
田
町
四
丁
目
三
百
三
十
七
番
二
号
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
 

代
表
取
締
役
 
大
髙
 
善
興
 

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

代
表
取
締
役
 
福
島
 
長
男
 

株
式
会
社
し
ま
む
ら
 

代
表
取
締
役
 
藤
原
 
秀
次
郎
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
 

代
表
取
締
役
 
大
髙
 
善
興
 

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

代
表
取
締
役
 
福
島
 
長
男
 

株
式
会
社
し
ま
む
ら
 

代
表
取
締
役
 
野
中
 
正
人
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
 
大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 
株
式
会
社
し
ま
む
ら
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
) 

 福
島
県
告
示
第
四
百
十
九
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
九

月
七
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課

市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

夢
・
タ
ウ
ン
・
飯
坂
 
福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
字
月
崎
町
十
二
番
四
 

二
  変
更
し
た
事
項
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
 

（
変
更
前
）
福
島
県
福
島
市
上
名
倉
字
道
添
二
番
地
 

（
変
更
後
）
福
島
県
福
島
市
さ
く
ら
一
丁
目
二
番
地
の
一
 
 
 
 
 
 
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
い
ち
い
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（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
) 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
九
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
労
政

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
須
賀
川
Ｂ
エ
リ
ア
 
福
島
県
須
賀
川
市
広
表
三
番
一
号
ほ
か
六
十
一
筆
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
 第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
四
年
九
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振

興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

Ｊ
Ｒ
郡
山
市
民
市
場
 
福
島
県
郡
山
市
燧
田
百
九
十
五
番
地
 

二
  法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要
 

意
見
な
し
。
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号
 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査
 

二
 
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
 

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査
 

（
計
量
検
定
所
）

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
二
百
六
十
二
号
 

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

右
に
掲
げ
る
市

白
河
市（
表
郷
、

大
信
及
び
東
を

除
く
。
）

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

も
の

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

り

一
○
月
十
五
日
か
ら
一

一
月
一
二
日
ま
で
（
土
曜

日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

一
〇
月
一
二
日

午
前
一
〇
時
三
○
分

か
ら

午
後
三
時
ま
で

一
○
月
一
一
日

午
前
一
○
時
三
○
分

か
ら

午
後
三
時
ま
で

一
○
月
一
〇
日

午
前
一
○
時
三
○
分

か
ら

午
後
三
時
ま
で

一
〇
月
九
日

午
前
一
〇
時
三
○
分

か
ら

午
後
三
時
ま
で

福
島
県
計
量
検
定

所 同 同 同 白
河
市
役
所

白
河
市
（
表
郷
、
大
信

及
び
東
を
除
く
。
）

検
 
査
 
区
 
域

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月

二
一
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日

曜
日
及
び
一
一
月
二
三
日

を
除
く
。
）

検

査

の

期

日
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
相
馬
地
方
青
少
年
文
化
育
成
会
報
徳
義
塾
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

桜
井
 
茂
紀
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
曲
田
百
三
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、相
馬
地
方
の
復
興
を
信
じ
頑
張
っ
て
い
る
地
元
の
青
少
年
及
び
希
望
者
に
対
し
て
、

音
楽
を
通
じ
て
（
バ
ン
ド
活
動
を
中
心
に
）
多
目
的
（
地
域
交
流
等
）
に
輪
を
広
げ
る
事
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
風
評
被
害
の
精
神
的
軽
減
を
目
指
す
事
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
六
十
三
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
い
ざ
か
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

藤
原
 
純
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
字
十
鋼
町
五
番
地
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
飯
坂
地
区
の
住
民
・
個
人
事
業
者
と
飯
坂
温
泉
を
訪
れ
る
多
く
の
人
々
に
感
動
を

与
え
る
た
め
、
市
民
・
企
業
・
行
政
等
と
の
情
報
の
共
有
化
を
通
し
、
歴
史
・
文
化
・
自
然
・
景
観
・
 

芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
等
の
保
全
や
育
成
を
図
り
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
情
報
の
収
集
・
提
供
、
調
査
・

研
究
、
企
画
・
運
営
、
普
及
・
啓
発
事
業
を
行
い
、
観
光
資
源
を
後
世
に
守
り
伝
え
、
地
域
の
特
性

を
生
か
し
た
観
光
と
ま
ち
づ
く
り
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空
間
の
形
成
を
行
い
地
域
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
六
十
四
号
 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の
 

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平

                            
 

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）
 

 公
告
第
二
百
六
十
五
号
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
 (昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
) 第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

７
９
７

７
６
６

登
録
番
号

(福
島
県
）

米
ぬ
か

油
か
す

及
び
そ

の
粉
末

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

肥
料
の

種
類

細
粒
脱

脂
ぬ
か

土
壌
灌

注
用
石

灰
質
肥

料 肥
料
の

名
称

－ 5
3
.0 

ア
ル

カ
リ

分

2.5 

－ 窒
素

全
量

5.5 

－ り
ん

酸
全

量

2.3 

－ 加
里

全
量

保
証
成
分
量

（
％
）

該
当

事
項

な
し
。

そ
の

他
の

制
限

事
項

は
、

公
定

規
格

の
と

お
り
。

そ
の

他
の

規
格

三
和

油
脂

株
式

会
社

白
石

カ
ル

シ
ウ

ム
株

式
会

社 氏
名

又
は

名
称

山
形

県
天

童
市

一
日

町
四

丁
目
1
番
2
号

大
阪

市
北

区
同

心
二

丁
目

10
番

5
号

住
所

平
成

30
年

8
月

28
日

平
成

30
年

9
月

19
日

更
新

し
た

登
録

の
有

効
期

限
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と
お
り
免
許
の
取
消
し
処
分
を
し
た
。
 

平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
被
処
分
者
 
磐
商
太
田
ハ
ウ
ジ
ン
グ
株
式
会
社
 

 
 
所
在
地
 
 
い
わ
き
市
平
谷
川
瀬
字
三
十
九
町
七
十
九
番
地
の
四
 

 
 
免
許
番
号
 
福
島
県
知
事
（
五
）
第
一
六
七
五
号
 

二
 
処
分
の
種
類
 

 
 
免
許
取
消
 

三
 
処
分
理
由
 

 
 
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
該
当
す
る
た
め
 

（
建
築
指
導
課
）
 

 

正
 
 
誤
 

 ○
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
十
四
号
中

                 

                                   

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

二
九
一

上

一
八

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定

し
た
件

落
札
者
を
決
定
し
た
件
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